
し
て
、
民
生
費
で
は
、
18
歳
以
下

の
児
童
を
養
育
す
る
子
育
て
世
帯

に
対
し
、
本
市
独
自
の
給
付
金
を

支
給
す
る
た
め
の
所
要
経
費
を
措

置
す
る
も
の
で
す
。

　

衛
生
費
で
は
、
水
道
事
業
に
お

い
て
、
物
価
高
騰
対
策
と
し
て
令

和
４
年
８
月
か
ら
11
月
検
針
分
ま

で
の
４
カ
月
実
施
し
て
い
る
水
道

基
本
料
金
の
無
料
化
を
引
き
続
き

令
和
５
年
１
月
検
針
分
ま
で
２
カ

月
継
続
す
る
た
め
の
所
要
経
費
を

措
置
す
る
も
の
で
す
。

　

９
月
補
正
後
の
諸
情
勢
の
変
化

に
対
応
す
る
歳
出
の
主
な
も
の
と

し
て
、
総
務
費
で
は
、
ふ
る
さ
と

納
税
寄
附
金
の
増
加
に
伴
い
不
足

が
見
込
ま
れ
る
経
費
の
ほ
か
、
デ

マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
の
利
用
者
の
増

加
に
伴
う
助
成
費
、
法
人
市
民
税

の
中
間
申
告
に
係
る
還
付
金
の
増

加
に
伴
う
過
誤
納
金
還
付
金
、
国

の
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
事
業
の
対
象

と
な
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
申
請

期
限
が
９
月
末
か
ら
12
月
末
ま
で

延
長
さ
れ
た
こ
と
に
伴
う
経
費
を

そ
れ
ぞ
れ
措
置
す
る
も
の
で
す
。

　

民
生
費
で
は
、
県
内
の
法
人
か

ら
高
齢
者
の
健
康
増
進
を
目
的
と

し
て
寄
附
金
５
０
０
万
円
を
受
領

し
た
こ
と
に
伴
い
、
総
合
福
祉
会

館
の
改
修
経
費
を
措
置
す
る
ほ
か
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
生

活
困
窮
者
自
立
支
援
金
の
申
請
期

限
が
９
月
末
か
ら
12
月
末
ま
で
延

長
さ
れ
た
こ
と
に
伴
う
不
足
額
、

生
活
保
護
費
で
は
、
医
療
扶
助
費

及
び
住
宅
扶
助
費
の
増
加
に
伴
う

不
足
額
を
そ
れ
ぞ
れ
追
加
措
置
す

る
も
の
で
す
。

　

な
お
、
こ
れ
ら
の
歳
出
を
賄
う

財
源
は
、
国
庫
支
出
金
、
寄
附
金

及
び
繰
越
金
に
よ
り
措
置
す
る
も

の
で
す
。

〔
主
な
質
疑
〕

　
　

水
道
基
本
料
金
無
料
化
に
関

し
、
繰
越
金
を
増
額
す
れ
ば
、
３

カ
月
無
料
に
で
き
る
が
、
な
ぜ
２

カ
月
と
し
た
の
か
。

　
　

今
回
の
無
料
化
は
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
地
方
創

生
臨
時
交
付
金
を
活
用
し
て
行
う

事
業
で
あ
り
、
実
施
期
間
と
し
て

令
和
５
年
３
月
末
ま
で
に
完
了
す

る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
水

道
の
検
針
が
２
カ
月
ご
と
で
あ
る

こ
と
か
ら
２
カ
月
と
し
た
。

　
　

ふ
る
さ
と
納
税
寄
附
金
の
追

加
補
正
に
関
し
、
返
礼
品
に
係
る

記
念
品
費
９
７
４
万
５
千
円
と
歳

入
の
ふ
る
さ
と
納
税
寄
附
金
２
７

８
４
万
円
を
比
較
す
る
と
国
が
示

し
て
い
る
還
元
率
30
％
を
超
過
し

て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
何
か
。

　
　

記
念
品
費
に
は
、
返
礼
品
の

商
品
代
金
と
配
送
料
の
合
計
額
を

積
算
し
て
い
る
が
、
還
元
率
30
％

以
下
と
い
う
基
準
に
つ
い
て
は
、

返
礼
品
の
商
品
代
金
の
み
を
対
象

と
す
る
も
の
で
、
配
送
料
は
含
ま

れ
な
い
。

　

９
月
定
例
会
で
継
続
審
議
と
し

た
令
和
３
年
度
行
田
市
一
般
会
計

歳
入
歳
出
決
算
認
定
は
、
決
算
審

査
特
別
委
員
会
に
よ
る
審
査
を
経

て
、
12
月
定
例
会
初
日
に
賛
成
多

数
を
も
っ
て
認
定
し
ま
し
た
。

○
行
田
市
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、

期
末
手
当
及
び
費
用
弁
償
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

	

（
原
案
可
決
）

　

人
事
院
勧
告
等
を
踏
ま
え
た
本

市
一
般
職
及
び
特
別
職
の
給
与
改

定
等
に
準
じ
て
、
市
議
会
議
員
の

期
末
手
当
に
つ
い
て
も
改
定
を
行

う
た
め
、
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
も
の
で
す
。

3　　ぎょうだ議会だより

決　算
令
和
３
年
度

一
般
会
計
決
算
を
認
定

埼
玉
県
知
事
に
申
請
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
す
。

○
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

	

（
原
案
可
決
）

　

市
が
所
有
す
る
公
共
施
設
の
指

定
管
理
に
関
し
、
令
和
４
年
度
末

を
も
っ
て
指
定
管
理
期
間
が
満
了

す
る
た
め
、
行
田
市
斎
場
、
行
田

市
産
業
文
化
会
館
、
古
代
蓮
の
里

な
ど
の
各
公
共
施
設
に
つ
い
て
、

令
和
５
年
度
以
降
の
指
定
管
理
者

を
新
た
に
指
定
す
る
も
の
で
す
。

〔
主
な
質
疑
〕

　
　

行
田
市
斎
場
の
指
定
管
理
者

が
新
た
な
事
業
者
に
変
更
さ
れ
る

が
、
現
在
の
指
定
管
理
者
と
の
違

い
は
何
か
。

　
　

選
定
に
当
た
っ
て
は
、
選
定

委
員
会
に
お
い
て
、
プ
レ
ゼ
ン
テ

ー
シ
ョ
ン
を
実
施
し
、
運
営
体
制
、

利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
、
業
務

遂
行
能
力
、
緊
急
時
の
対
応
な
ど

の
審
査
項
目
を
審
査
基
準
に
基
づ

き
、
評
価
し
た
結
果
で
あ
り
、
僅

差
で
あ
っ
た
。

　
　

古
代
蓮
の
里
指
定
管
理
に
関

し
、
１
者
の
み
の
応
募
を
ど
の
よ

う
に
評
価
し
て
い
る
の
か
。

　
　

候
補
者
の
選
択
肢
の
拡
大
と

競
争
原
理
の
観
点
か
ら
、
多
く
の

事
業
者
に
応
募
し
て
も
ら
う
こ
と

が
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
た
が
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡

大
に
よ
る
観
光
業
へ
の
影
響
が
要

因
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
る
。

○
令
和
４
年
度
行
田
市
一
般
会
計

補
正
予
算	

（
原
案
可
決
）

　

エ
ネ
ル
ギ
ー
や
食
料
品
な
ど
の

物
価
高
騰
の
影
響
を
受
け
た
住
民

や
事
業
者
に
対
し
、
国
か
ら
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
地

方
創
生
臨
時
交
付
金
が
追
加
措
置

さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
本
市
に
お

い
て
物
価
高
騰
対
策
を
実
施
す
る

た
め
の
所
要
経
費
を
計
上
す
る
ほ

か
、
９
月
補
正
後
の
諸
情
勢
の
変

化
に
伴
い
、
各
種
経
費
を
措
置
す

る
も
の
で
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

４
億
６
２
５
５
万
円
を
追
加
し
、

予
算
の
総
額
を
２
９
１
億
１
５
３

万
９
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　

物
価
高
騰
対
策
に
係
る
歳
出
と

答答

答

答
議
員
提
出
議
案

条　例
期
末
手
当
の
引
き
上
げ

問問

問 問

補正予算
補
正
総
額

４
億
６
２
５
５
万
円
余
り 古代蓮の里


